
第2章 脆弱建物の耐震補強推進策の体系化

2.3.4住 家 に関す る法 制度 の 比 較

カ リフ ォル ニ ア州 で は1971年 の サ ンフェル ナ ン ド地震 後,1972年 には活 断層 近傍 の 住家 の安 全性 を

確 保す るた め に,活 断層 ゾー ン法(The Alquist-Priolo Earthquake Fault Zoning Act)を 制定 した.断 層 ゾー ン

(図2-10,通 常 幅0.4km程 度)内 で の建 築 計画 の 申請 に際 して,郡 と市 は地 質調 査 の実 施 を 要求 しなけれ

ばな らな い.対 象 とな る建 築計 画 とは,居 住 建物 の 建設 を意 図 した土 地 の分 割 と居 住建 物 の新 築 およ び

増 改 築で あ る.こ こで 居住 建物 と して,4戸 以 上 の 同時 開 発で は な い,2階 建て 以 下 の木造 また は鉄 骨

造 の戸 建て住 宅 は 対象外 と され る.調 査 の際 に活 断 層が発 見 され れ ば,建 物 を50フ ィー ト(約15m)だ け

セ ッ トバ ッ ク して 建設 しなけれ ばな らない.ま た,既 に活 断層 ゾー ン内 に存 在 して い る建物 に対 して は,

不動 産 取 引の 際に,物 件が活 断 層 ゾー ン内 に存在 して い る とい う事実 を買主 に告 知 しな けれ ばな らな い.

ロマ プ リエ ー タ地震 後 の1991年 に,カ リフ ォル ニ ア州 で は,地 震ハ ザ ー ドマ ッ ピング法(Seismic

Hazards Mapping Act)が 制定 された.こ れ によ り,州 全域 にお いて活 断 層 ゾー ン と液状 化 ・土砂 崩れ 危 険

ゾー ンを明 示す る ハザ ー ドマ ップが作 成 され る こと にな った.州 内 の市 お よび 郡 は地震 被 害 を軽 減す る

た め にハザ ー ドマ ップを利 用 し,基 本 計 画(General Plan)に 安 全 に関わ る要 素 を盛 り込 み,土 地 利用 規 制

を行 わ な けれ ばな らな い.危 険 ゾー ン内 で の 不動産 取 引にお いて は,Alquist-Priolo活 断層 ゾー ン内の 建

物 と 同様 に,物 件 が危 険 ゾー ン内 に存在 して い る とい う事実 を買 主 に告知 しな けれ ばな らな い,こ れ に

加 えて,1998年 には 買 主に 対 して 公開す る情報 の内 容 に関 して,地 震 ハザ ー ド情 報 公 開法(The Natural

Hazards Disclosure Act)が 制定 され た,こ れ は,売 主が 買主 に対 して,物 件が危 険 ゾー ン内 に存在 して い

るか ど うか を 「は い ・い いえ」 等 によ り明 示 した,「 地 震 ハザ ー ド説 明 書(Natural Hazard Disclosure

Statement)」 等 を渡す ことを定 めて いる.以 上の よ うに,カ リ フォル ニ ア州 では州 法 で,行 政 によ る地 震

危 険度情 報 に関す る情 報公 開 を義 務付 けて お り,こ れ らに関連 した 法制 度 は充 実 して いる と 言える.

2.4日 米における耐震補強推進策の比較

カ リフォルニ ア州 内の郡や 市では,地 域の特性 に合わせて,様 々な耐震補強の推進策が実践 されてい

る.前 章では,我 が 国にお いて現在実施 または提案 されている耐震補強推進策 を整理 した.続 いて本章

図2-10ア ラメダ州 における断層ゾー ン図示の例
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第2章 脆弱建物の耐震補強推進策の体系化

表2-3バ ークレー市にお ける住宅耐震化対策の概要

では,現 在居住 している建物の耐震補強 を推進するために我が国およびカ リフォルニア州で導入 されて

いる直接的推進策 を比較 した.カ リフォルニア州 のABAGは2002年 に,湾 岸地域の109の 郡および市 に

対 して,公 的建物 ・住民所有の建物 に対す る対策 ・緊急対応計画等に関す るアンケー ト調査を実施 し,

87の 自治体か ら回答 を得た.ま ずは,こ れ らの回答データか ら把握できる現行 の耐震補強推進策 を,前

述の4つ のステ ップごとに整理 し,各 々の推進策 の概要 をまとめる.次 にこれ らを我が国の現行の推進

策 と照 らし合わせ,我 が国に類似の制度が運用されているか,ま たは類似の制度が提案されているか ど

うかを検 証する.

アラメダ郡バークレー市(面 積26.3k㎡,人 口104,603人(2004年 現在)))は,米 国で民間住宅の耐

震化に対 して最 も積極的に取 り組んでいる地方 自治体 の一つ と言える.サ ンフランシスコ湾に面 し,市

の人 口は州人 口の0.3%を 占める.市 内にはカ リフォルニア大学バーク レー校が あり,2000年 現在の住

宅は44,955戸,持 ち家率は74.6%(19,214戸)で ある.バ ーク レー市で は,1989年 の ロマ プリエータ地

震以降,学 校のPTAグ ループが校舎建物 の耐震性能に関心を抱いたのを機 に,地 域 の公共建物 ・公立

学校 ・住宅の耐震化 に積極的に取 り組み,1999年 にはProject Impactの モデル地域 に選ばれた.現 在,

戸建て住宅の耐震補強実施率は全米で最 も高く(図2-6),地 域の独 自なアイデアに基づ く様々な耐震補

強推進策 を実践 してきた.こ れ らの取組みの概要 を表2-3に 示す.推 進策の実施条件や実用に至る経緯

について詳細 に理解するため,筆 者は2003年11月 ～12月 の1ヶ 月間に渡 り,バ ー クレー市役所やバー

クレー大学等 の関係者に対するヒア リング調査を実施 し,現 地での更なる情報収集を行った.バ ーク レ

一
市で実践 されている補強推進策につ いては,具 体的な条件や手続き等 についても説明を加える.

2.4.1危 険建物の抽出段階 における耐震補強推進策の比較

まずは,危 険建物を抽出す る段階について,日 米での耐震補強推進策 を比較 した.日 米のいずれかで

運用 されている現行の耐震補強推進策を表2-4に まとめ,カ リフォルニア州 または 日本の一方のみで し

か見 られない制度 に◎ 印をつけた.

2-11
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表2-4危 険建物の抽 出段階 における耐震補強推進策 の比較

ABAG(2002)で は,87自 治体 のうち,耐 震診断に対す る助成や低利子融資等の制度は見 られなかった.

カ リフォルニ ア州 においては,耐 震補強 の必 要性を説 くための啓蒙や情報普及 には力が入れ られている

ものの,危 険建物かどうかの判断はおおむね住民と民間業者に一任 されている.我 が国では耐震診断へ

の助成や低利子融資等が重要視 されているのに対 して,米 国では同様の制度が見 られない理 由の一つ と

して,前 述の通 り,米 国における建物の脆弱性 は主 としてCripple Wallに 起 因してお り,補 強の必要

性 に関す る判断が容易である点が挙 げられ る.

米 国の みで 見 られ る施 策 に,自 治 体 によ る危 険建 物 の デー タベー ス化 が あ る.URM建 物 に関 して,カ

リフ ォルニ ア州 で は1986年 に無補 強組 積 造法(Unreinforced Masonry Building Law,以 下 で はURM法

と呼 ぶ)を 制 定 した.こ れ は,建 築基 準 にお ける地 震 危 険度 ゾー ン(Seismic Zone)の レベル4に 属す

る366の 地方 自治体 に対 して,URMの デー タベー ス を作 成 し,1990年 まで に これ らの耐 震化 計 画 を策定

し,そ の経過 をCalifornia Seismic Safety Commission(CSSC)に 報告 す るよ う義務 付 け る もので あ る.

この法 律 は公 共 建物 に限 らず,商 業 施 設や 住 居 として使 用 され て い る民 間建 物 を含 む全 て のURMを 対 象

とす る.州 内の全 自治 体 は,こ れ ま で にURM建 物'情報 の デー タベー ス を作 成す るか,地 域 内 にURMが 存

在 しな い ことを確 認 した.ABAGの ア ン ケー トに回答 を寄せ た 湾岸 地 域 の87の 郡 や 市 の うち,34の 自治

体 ではURM以 外 の建物 群 につ いて も独 自に建物 情報 デー タ ベー ス の構 築 を行 い,Soft-Storyの 共 同住宅,

Non-Ductileコ ン ク リー ト造,Tilt-upコ ンク リー ト造,丘 陵地 の建 物(Hillside Buildings),補 強済

み の住家 等 のデ ー タが 整備 され て い る.

バークレー市ではURM法 の制定後 に,調 査 に基づいてURMデ ータベースを作成 し,1989年 末には建物

所有者に これを周知 した.URMの 他 には,2001年 にFEMAの 助成を受けて,市 内の約5,000戸 を超 える

Soft-story共 同住宅を調査 し,危 険建物のデータベースを作成 した.図2-11に 作成 されたSoft-story

建 物 デー タベ ー ス の例 を示 す.こ の 調 査 で は,バ ー ク レー 大学 の大 学 院 生やEERI(Earthquake

Engineering Research Institute)の 専門家の協 力を得て路上か ら建物状況 をチェック し,5戸 以上が居

住す るSoft-story共 同住宅 の脆弱性 を判定 した.我 が国 においては このような危険建物のデータベー

ス化 は居住者のプライバシーを侵害す ると指摘 されがちであるが,防 災の観点か ら見れば,平 常時か ら

地区の被災程度 を予測することによ り実践 的な災害対応計画を立案できる,脆 弱建物の多 い地 区に集 中

的な啓蒙活動ができる,災 害時には道路 閉塞等 を見越 して消防 ・救命救急活動な どの即時対応ができる

等,メ リッ トも大きい.近 年,地 域住民が主体 的に参加 し津波や地震等 に対する防災マ ップを作成す る

ケースがあるが,こ のような住民による地域の防災点検の一環 として,脆 弱建物の点検 とデータ収集が

実現できれば,地 域の防災 力向上につながるのではないか と考え られる.バ ーク レー市は市内に大学 を

有 し,専 門家や学生の協力を得やす い環境 にあると言える.し か し我が国において も,地 方 自治体単独
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図2-11ア ラメダ州 における断層ゾーン図示の例

での活動以外 に,建 築士や 専門家で構成 される団体,研 究機関,ボ ランティア,地 域住民などの参加 を

得なが ら,地 域の建物の耐震化推進 に取 り組む ことが非常 に重要であると考える.

我が国のみで実施されている施策 は,既 存住宅性能表示制度で ある.こ の制度は住宅の品質確保の促

進等 に関する法律(平 成14年12月)に 基づ き,物 件の転売等を考 える住宅所有者に対 しての耐震補強推

進 のイ ンセ ンティブになるだけでなく,耐 震性能の高い建物や補強済み建物の選抜にも貢献 しうる,

2.4.2耐 震補強実施 に対する合意形成の段階 における耐震補強推進策の比較

耐震補強工事実施に対する合意形成の段階においては住宅所有者の補強実施への意欲を高めるために,

地域の地震危険度,居 住建物の耐震性能,耐 震補強実施 による危険度の低下 に関する知識の向上が不可

欠である.日 米両国において,こ れ らの施策 の実践が見 られた(表2-5).米 国では前述の通 り,州 法で

断層ゾーン法や地震ハザー ドマ ッピング法が整備 されてお り,地 域の地震危険度 に関する情報提供は充

実 している.図2-12に バー クレー市の地震ハザー ドマップを示す.地 震ハザ ー ドゾー ンとして,土 砂

崩れ危険ゾー ン(SL)・ 液状化危険 ゾー ン(LQ)・ 活断層 ゾー ン(EFZ)お よび複数 の危険を有するゾー ンが

図示 されている.我 が国において も,内 閣府や地方 自治体 によ り巨大地震 に関す る被害想定や地震ハザ

ー
ドマ ップ,防 災マップが公表されている.米 国においては法制度によ りハザ ー ドマップの作成が義務

付け られているのに対 し,我 が国では 自治体 の裁量にまかされているため,こ れ らの情報を有す るのは

一
部の 自治体 に限定 されている.こ のような地域間格差 を是正す るためにも,地 域への地震危険度 に関

す る情報 提供 の拡 充,お よ びそ の ため の支援 体 制整 備 が望 まれ る

建 物 の耐震 性能 や 具体 的 な補 強 方法 に関 して,カ リフ ォル ニ ア州 で は,地 方 自治 体やNPO等 が住 宅所

有 者に対 して ガイ ドブ ック を配 布 した り,WEB上 で情 報 提 供 を行 った りして,住 民 の知 識 の向 上 に努 め

て いる.バ ー ク レー 市で は,消 防 ・救 命救 急 等 をテ ーマ に,Citizen's Emergency Response Training
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(CERT)と いう住民向け講習会を開催 している.こ の講習会の一環 として耐震補強に関す る講習会 も開催

してお り,市 民は誰で も申し込むことがで きる.ま た,市 内のNPOで あるBuilding Education Center

の協力を得て,専 門家を招いた1日 ワークショップを実施 して いる.こ れは,住 宅所有者の耐震補強 に

関する知識の向上を図 り,自 力での補強工事方法 を習得す る ことを主眼とす る.米 国の木造戸建て住宅

においては,補 強すべき箇所がCripple Wallと 呼 ばれる1階 床下の束立て板壁であることが多 く,補

強方法が理解 しやす い点や床 下工事のため補強後の見栄えがあまり気 にな らない点か ら,多 くの住民が

合板パネル を貼って自 ら補強を行 う.施 工業者を雇 うよ りも自力工事 の方が大変安価に工事で きるため,

自治体 も補強の促進 のために自力工事 を奨励 している.ま た,自 力で耐震補強を行 う住宅所有者に対 し

ては,工 具を安価で貸 し出すTool Lending Libraryを 開設 している(図2-13),Tool Lending Library

を持つ自治体は州内ではバー クレー市 とサ ンレアン ドロ市の2地 域のみである.耐 震補強のみならず 自

宅の修理用の工具を貸 し出 してお り,利 用す る市民も非常に多い.

表2-5耐 震補強実施に対す る合意形成の段階にお ける耐震補強推進策の比較

図2-12バ ー ク レー市 の 地震 ハ ザー ドマ ッ プ
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図2-13バ ー ク レ ー 市 のTool Lending Libraryの 様 子

施工業者を雇 う住民に対 しては,悪 徳施 工業者 を雇わな いための注意書きを配布 し,耐 震補強に関す

る正確な知識の取得を呼びかけている.一 方,我 が国では補強工事の複雑 さや補強後の見栄えへの関心

の高 さもあり,自 力工事 によ り補強が行われ るケースは少ない,近 年は高齢者な どを対象とした悪徳な

耐震補強業者が摘発されるケースが少な くな く,こ れ らの業者を排 除す るため,静 岡県 の事例のよ うに

良心的に設計や工事を行 うことを宣誓 した県内の業者を登録 し紹介する システムが存在する.

2.4.3耐 震補強工事の段階 における耐震補強推進策の比較

米国 で の耐 震補 強 工事 に際 して は,一 部の 地 方 自治体 にお いて 補強 工事 費用 へ の助 成 や低 利子 融 資が

提供 され て いる.ABAG(2002)で は,87自 治 体 の う ち,9市 が補 強 工事へ の助成 を,6市 が低 利子 融 資 を

行 って いた,そ の他,カ リフ ォルニ ア州 保 険 局(The California Department of Insurance)が 低 所 得 の

戸建 て住 宅所 有者 を対 象 と して 耐震 補 強費 用 に対 す る助 成 を行 って お り,バ ー ク レー市 も高齢者 や 障害

者な どの低所 得層 に対 して 耐震 補強 費 用の 助 成 と低利 子 ロー ンの提 供 も行 って い る,我 が 国 にお いても,

種 々の 自治 体 に よ り施 工費 用へ の 助成 や 低利 子 融 資 が提 供 され て い る,ま た,米 国 にお いて補 強 費 用へ

の助 成や 低利 子融 資 と同程度 の頻 度 で実 践 され て いる 制度 と して,自 治体 によ る耐震 補 強 工事 の建 築 許

可料 の放 棄 また は減額 制度が ある.87自 治体 の うち,10市 が 建築 確認 料 の放 棄(Permit Fees Waivers)

を,6市 が確 認料 減額(Permit Fees Reduction)を 行 って いる.バ ー ク レー 市で は1991年 か ら,住 家 と

URM建 物 の 耐震 補 強の 際 に建 築許 可料 を放棄 して い る.市 の 統 計に よれ ば,1件 あ た りの 平均放 棄 額 は

250USド ル程 度 とな る.米 国 で の建 築 は許 可制で あ り,許 可申請書 の提 出 に際 して は,事 前 に工事 に関

す る検 査 を受 け る必 要が あ る.耐 震 補強 工事 も許 可制 で あ るた め,こ れ によ り一定 の 耐震性 を保 つ こ と

がで きる.自 治体 では 自力工事 を奨 励 して い るが,補 強 工事 費 用へ の助 成 や低 利 子融 資 を 申請す る際 に

は建 築許 可 を受 けて い る必 要が あ り,自 力 工事 とい え ど もあ る程度 の 耐震 性 を確 保す る ことが で きる 仕

組 み にな って い る.

米 国で 実践 されて いる極 めて 強 制 的な 措 置 と して,URM法 に基 づ くURM建 物 へ の 耐震 補強 工事 の 義務

付 け ・利 用 の制限 が あ る.URM法 で は 自治体 の条例 によ る強 制 的な 耐震 化 計 画の 採 用 を奨励 してお り,

バー ク レー 市 議会 は1991年11月 に,URM被 害 軽減 条例(URM Mitigation Ordinance)を 採 用 した.こ れ
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表2-6耐 震補強工事の段階における耐震補強推進策の比較

表2-7URM被 害軽減条例でのURMの 補強期限

によ り,URMの 所有者は一定の期限までに耐震補強 を実施するよう義務付 けられた.建 物の所有者 は警

告書を建物正面に掲示 し,借 家人に対 してもURMで ある ことを通知 し,構 造設計の専門家 による診断を

受 け,定 め られた期限まで に補強基準 に従 って耐震補強を行わなけれ ばな らな くな った.補 強期限まで

の猶予期間は,建 物の用途 などに応 じて表2-7の 通 りに5段 階に設定されている.利 用者20人 未満の

URMア パー トに対 して も,条 例制定後7年 以内での補強の実施が義務付け られて いる.し か し,1995年

12月 には この条例が修正され,一 定条件の補強期限の延期が認 められた.こ の強制的な補強の推進によ

り,市 内の4階 建て以上のほとん どのURMが 耐震補強された.建 物ス トック全体に占めるURMの 割合は

低 いので,こ の条例は著 しく危険な建物に対する限定的な強制措置とも言 えるが,我 が国には このよう

な強制的な措置はない.耐 震改修促進法 にお ける耐震補強努力義務 と密集市街地における防災街区の整

備の促進に関す る法律(密 集法)に おける延焼危険建物の除去勧告制度が あるのみで,除 去勧告制度は

ほとんど行使された ことがない.こ のような強制措置に対 しては所有者の強い反発が予想 され るものの,

現在居住 に用い られて いる建物 の補強を促進す るとともに,補 強 していない建物の不動産流通 を阻害 し,

補強 していないことによる所有者のデメリッ トを高める役割は果た して いる.

URM法 ではまた,自 治体 にお いてURMに 関する補強基準(Seismic Retrofit Standards)を 確立す るこ

とを奨励 している.米 国においては,建 築法令は各地方 自治体 において個々に制定 されるが,通 常は3

つの主要なモデルコー ドを参考 に制定 されている.カ リフォルニア州ではUBC(Uniform Building Code)

を参考に,州 独 自の建築法令(California Building Standards Code)を 制定 している.州 ではこの建築

法令上でURMの 耐震設計上の最低基準 を定めてお り,54の 自治体が補強工事の満たすべき基準 として

利用して いる.施 工業者が補強工事を実施す る際に,こ の基準 を満たす耐震性能 を付加 しない工事 に対

しては,建 築許可が下 りないことにな り,工 事 による耐震性能 の向上が保証される.州 内の地方 自治体

の中には,URM以 外 の建物 に対 して も自主的に補強基準を定めている地域があ り,11市1郡 がTilt-up

コンクリー ト造の補強,9市1郡 が木造住家 のCripple Wallの 補強,6市 がNon-Ductileコ ンクリー ト
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造の補強,4市 がSoft-Storyの 共 同住宅の補強に関する基準を有する.我 が国においては,助 成や融資

の際の耐震補強実施の有無は耐震診断の総合評点 によ り判断されてお り,建 物 の耐震補強構法に対応 し

た最低基準は設け られて いない.し か し,今 後は様々な耐震補強構法の開発に合わせて,そ れ らの最低

設計基準 を確立 し,補 強工事 によるある一定以上の耐震性能の確保 を促す必要があると考える.

2.4.4耐 震補強終了後 の段階における耐震補強推進策の比較

耐震補強工事 の終 了後の段階にお けるイ ンセンティブの付与 としては,地 震保険料の割 引制度 と減税

が挙げ られる.

地 震 保険 の割 引制度 に関 して,カ リフ ォル ニ ア州 で地 震 保険 を運 営 して い るCEA(California

Earthquake Authority)は,耐 震補強実施済み の建物 に対 して地震保険料の5%割 引を提供 している.

我が国では,2001年10月 よ り,品 確法 に基づ く耐震等級 または国土交通省の定める耐震等級に応 じた

地震保険料率の割 引制度が提供 されている.耐 震等級3で は保険料率の30%,耐 震等級2で は20%,耐

震等級1で は10%が 割 引される.耐 震補強工事 によ りその後の保険料率の割 引が受 け られれ ば,補 強

実施へのインセンティブにつながるが,耐 震診断書等の添付書類の作成 に費用がかか りうる.日 米で制

度自体 に関する若干の違いはあるものの,耐 震補強を行 うことによ り地震保険料を軽減できる という点

では我が国での地震保険料率の割 引制度 に類似 している.し か し,CEAの 保険料割 引は耐震等級ではな

く,耐 震補強実施済み建物 に限定 している点が我が国との相違点である.

減税に関 しては,米 国においてバークレー市 とセ ン トヘ レナ市で,地 方税優遇措置が実践 されて いる.

バーク レー市では不動産譲渡税の控除(Property Transfer Tax Rebate)が,セ ン トヘ レナ市では建築計

画手数料の控除(Mills Act; Architectural/Engineering FeeRebates)が 実践 されて いる.バ ークレー

市における耐震補強実施時の不動産譲渡税の控除は1991年 か ら開始 されている.不 動産譲渡税 とは,

物件の売買に際 してかけられている地方税で,譲 渡税 の税率 は売買物件の1.5%で あ り,売 主 と買主の

双方が支払う.不 動産譲渡税控除制度の仕組みを図2-14に 示す.不 動産譲渡税は売買に際 して,一 度

は第3者 預託機関に支払わなけれ ばな らないが,不 動産取引後1年 以内に耐震補強を実施 した場合 は,

施工者(買 主である場合が多い)の 申請に応 じて,耐 震補強工事に要 した費用相 当分(譲 渡税の1/3を 上

限とす る)が 払い戻される.控 除の申請書 には図2-15に 示 した通 り,補 強工事 に要 した材料や人件費な

どの費用の明細を記 し(領 収書添付),自 力工事のため に購入 した補強金具等 の代金も補強工事 費用 とし

て 申請できる.リ フォーム工事 と耐震補強工事を同時に実施 した場合 は,補 強工事 のみについて申請す

ることもできる.申 請書 の提出に際 しては,事 前 に補強工事 に関す る確認検査を受け,申 請書に建築許

可日や許可番号を記す必要がある.

表2-8耐 震補強工事終了後の段階における耐震補強推進策の比較
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図2-14不 動産譲渡税の控除の仕組み

図2-15不 動産 譲渡税控除 申請書への記入事項

不動産譲渡税は地方税であるために,バ ーク レー市独 自の裁量での施策実施が可能 となっている.税

額が控除 されるという観点か ら見れば,わ が国における住宅 ロー ン減税 制度(10年 間 ローン残高の1%

を所得税額 か ら控除)と の共通点もあるが,不 動産取 引時にのみ実践 される控除であるとい う点は,中

古物件の流通量の多い米国で効果 の大きい制度 と言える.担 当者へのヒア リングによれば,不 動産譲渡

税控除制度では図2-14に 示す通 り,住 民は 一度不動産譲渡税 を支払 うものの,補 強工事の実施によ りお

金を払い戻 して もらえる仕組み とな っているため,同 額のお金 を助成 して もらうよ りは住民 にとっての

満足感が高いという.こ のよ うな心理的な効果 を考えれば,今 後我が国で耐震補強に対する減税 を検討

す る際にも,現 行 の医療 費控除制度のような仕組み を有す る,耐 震補強工事費用 に対す る地方税の一定

額 または上限額付 きの控除が考え られる.ま た,バ ー クレー市の事例では,リ フォーム工事 と耐震補強

工事 を同時 に実施 した場合や 自力工事 の場合 も,補 強工事のみにつ いて金額 を申請す ることができる.

我が国における耐震補 強工事への助成や融資の場合,補 強実施の有無は耐震診断の総合評点によ り判断

されてお り,リ フォーム工事 と合わせて小規模な耐震補強工事を実施 した場合 には,耐 震診断の総合評
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点が基準を満たさず に補 強工事 として認定 されないケースが生 じる.こ の点 について比較 してみれば,

バーク レー市の事例 はよ り柔軟な適用条件 を有す ると言える.1992年 か ら1997年 の6年 間の統計では,

7,641の 物件に関わる3,589,400USド ルの譲渡税が放棄されている.こ の額 は1件 あた りの税額 に換算

する と470USド ル とな り,耐 震補強工事への助成 と比較すれば金額は大きくはな いため,柔 軟な措置 を

採用 しやす いとは考え られる.し か し,我 が国において も今後,リ フォーム工事 と小規模な耐震補強工

事 との同時実施に対す る需 要は増えていくと予想 されるため,こ のよ うなバ リエー ションに富んだ対応

措置は有用であると考え られ る,

2.5ま と め

本章では,民 間住宅の耐震補強を促進させる環境 に焦点 を当て,カ リフォルニア州における現行の推

進制度の経緯や実績につ いての現地調査を行 い,日 米の建物特性や周辺制度 の違いを考慮した上での補

強推進環境の体系化を行 った.日 米で実践 されて いる耐震補強推進策を図2-16に まとめて図示 した.

我が国のみで実践 されている現行制度が いくつか確認 された一方,カ リフォルニア州ではハザー ドマ

ップを用いた災害危険度の情報公開や,無 補強組積造建物への強制力を持った条例の適 用,補 強の実施

による地方税の優遇措置な ど,わ が国よ りは 一歩進んだ積極的な施策がいくつか見 られた.ま た,住 宅

図2-16日 米 にお け る耐震 補 強推 進 策 の ま とめ(2005.8現 在)
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の 自力補強工事の奨励など補強工事 の認定 に際 しては融通の利 いた対応を実践する一方で,建 築許可制

によ り一定の耐震性能 は確保 してお り,柔 軟な耐震補強促進策 を展開している.米 国における実践策 も

参考 にしつつ,我 が国で も今後はます ます住宅所有者の細かなニーズに合致 したバ リエー ション豊かな

耐震化対策の推進策を講 じて いく必要がある.今 後 は,耐 震補強推進策に関する意識調査を行い,様 々

な状況の耐震補強ターゲッ ト層 に対 して魅力的 と判断 される補強推進策 とその導入条件 について検討

を深めて いきたい.
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